
名 証 自 規 第 17 1号 

平 成 26年 ３ 月 25日 

 

上 場 会 社 代 表 者 各 位 

 

株式会社名古屋証券取引所    

代表取締役社長 畔 柳  昇 

 

平成25年金融商品取引法の改正に伴う「取引参加者規程」等の一部改正について 
 

 

平素は、当取引所の市場運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当取引所は、「取引参加者規程」等の一部改正を行い、平成26年４月１日から施行します

ので、ご通知申し上げます。 

（詳細は、規則改正新旧対照表を名証のホームページ（http://www.nse.or.jp）に掲載しており

ますのでご覧ください。） 

今回の改正は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成２５年法律第４５号）におい

て、公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた対応として、インサイダー取引規制について会社

関係者による情報伝達・取引推奨行為に対する規制が導入されることを踏まえ、上場会社及び取引

参加者に管理体制の整備を求めることとし、「取引参加者規程」等の一部改正を行うものです。 

改正の概要は、下記のとおりです。 

 

記 

 

Ⅰ．改正概要 

１．内部者取引等の未然防止に向けた体制整備 

・上場会社は、上場会社の役職員による未公表の重要事実等の情

報伝達行為等を未然防止する体制の整備に努めるものとしま

す。 

・取引参加者は、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図る

ため必要かつ適切な管理体制を整備するものとします。 

 

２．取引所への報告事項の追加 

取引参加者は、行政官庁、金融商品取引業協会等の処分により

改善策等を報告した場合には、その内容を取引所に報告するもの

とします。 

 

３．その他 

その他所要の改正を行います。 

（備   考） 

 

・上場有価証券の発行者

の会社情報の適時開示

等に関する規則第45条 

・取引参加者規程第26条

の５ 

 

 

・取引参加者規程施行規

則第14条 

 

 

 

 

 

Ⅱ．施 行 日 

平成26年４月１日から施行します。 

以  上 


